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詳細はまだ未定ですが、

2019 年 5 月 28 日（火曜日）午前 10

時受付、10 時半総会開始、そして、

午後、奈良県てをつなぐ育成会の理

事長の阪口貴子氏をお招きして座談

会形式の研修を予定しています。場

所は大和郡山市を予定しています。

会員の皆様には、おって、総会案内

と出欠届＆委任状を個別に郵送しま

す。この日、昼食のお弁当を用意す

る予定です。皆様のご予定のほどよ

ろしくお願いします。

　今回は、2019 年度特定非営利活

動法人奈良県自閉症協会第 12 回総

会となります。奈良県自閉症協会（社

団法人日本自閉症協会奈良県支部）

1998 年（平成 10 年）5 月発足から

数えると 21 年目を迎えます。最近

では自閉症・発達障害者の数が非常

に多くなっています。（これは診断

技術が進んだためか。）しかし、私

たちの協会は年数がたつにしたがい

会員数がだんだん少なくなってきて

います。自閉症・発達障害の支援に

ついての医療・教育・福祉分野での

課題は、いまだ山積し、むしろ、深

刻な問題も増えてきており、子育て

の配慮の重要性は昔とあまり変わり

ません。にもかかわらず、会に結束

できないのは、昔は支援サービスが

十分ではなく、家族とくに母親は子

育てに付きっ切りでないと生活でき

なかった現状がありました。そのた

め情報を求めて全国を飛び回り、我

が子の療育法をもとめて、勉強しま

した。その時のお母さんたちが団結

して、1960 年代の話ですが自閉症

の正しい理解と啓発及び行政活動を

し、それまでは学籍なしで、学校に

は入れてもらえなかった自閉症のわ

が子を、学校教育できるようにはじ

めて情緒障害児学級というものを国

につくらせたのです。このように、

実は情緒障害児学級は自閉症の子を

受け入れるためのものでした。なぜ

ならこの時はわが国では自閉症とい

うことばもあまり知られておらず障

害と認められていなかったからで

す。親の運動の力で勝ち取ったもの

なのです。そして自閉症・親の会を

発足させ、全国組織の協議会にし、

社団法人日本自閉症協会となり、現

在の一般社団法人日本自閉症協会と

変遷してきました。さきの奈良県自

閉症協会の発会式には現在 60 歳に

なる自閉症の息子さんを持つ、元日

本自閉症協会の副会長の須田初枝さ

んが、奈良に来てくださり、銀座の

有名なお寿司屋さんの提灯を破った

子どもさんのエピソードから、3 年

間学籍のない学校に入れてもらうた

め、付きっ切りで学校に通ったこと。

物事の善悪、社会的ルール、自己制

御の心など、将来の自立を目指して

親が子ととともに積極的に社会に出

て、現場で教え、褒めたり叱ったり

して療育をされたことを話してくだ

さったことを昨日のように覚えてい

ます。放課後等デイサービスなどの

支援がある今日ですが、自閉症の子

に対する親の子育ての基本スタンス

は今も昔も変わりなく、全て学校や

第三者任せでは自立した人間を作り

上げることはできないと考えます。

自閉症の人たちの支援の質や豊かな

暮らしの保証のためには、個々人の

取り組みだけではなく、同じ願と要

求で団結した、親の協力が重要であ

り、ある程度の数が重要です。行政

施策の優先順位にもなります。行政

は必ず「会員はどれくらいおられま

すか」と聞いてきます。今なお親の

会（自閉症協会）の必要性にはかわ

りありません。一般社団日本自閉症

協会が創立 50 周年を記念し編纂し

た「自閉症　過去・現在・未来 -50

年を共にあゆんで -」がジアース教

育新社から発売されています。行政

をはじめ、自閉症関係者には、ぜひ、

目を通して欲しい一冊です。ぜひご

購入検討お願いします。これからも

特定非営利活動法人奈良県自閉症協

会に皆様のご協力をお願いします。
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2019 年 3 月 20 日

滋賀県知事

　三日月　大造　　様

滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進

課長

　岡野　　和薫　　様

きょうされん滋賀支部

理事長　　小野　幸弘

優生保護法被害問題（強制不妊手術）

に関する申し入れ

春風の候、貴殿におかれましてはま

すますご清栄のこととお喜び申し上

げます。平素は障害福祉向上のため

にご尽力賜り誠にありがとうござい

ます。

さて、2019 年 3 月 2 日（土）の京

都新聞において、「近江学園　強制

不妊関与か」との報道がありました。

私たちは驚きを禁じえません。

手術が行なわれたかどうか定かでは

ないとのことですが、糸賀一雄氏の

「福祉の思想」を拠り所に、福祉先

進県と称されてきた滋賀県で、障害

のある人の願いをもとに様々な事業

を展開している事業所として、今回

の報道は到底見過ごすことはできま

せん。

きょうされんは、1977 年に結成し

ましたが、今まで優生保護法の被害

について特別にとりくんできたこと

はありませんでした。しかし、作業

所や施設の利用者やその知り合いの

中に、被害者がいるという話が届く

ことはありました。私たちきょうさ

れんは、結成以来 19 年間優生保護

法と同じ時期に活動しながら、その

時も、それ以降もこの問題に注目し

てこなかったことを心から反省して

います。そのうえで、きょうされん

は、一人でも多くの被害者が泣き寝

入りすることなく国の謝罪や補償が

受けられるよう真摯に相談にのるこ

と、また優生保護法の歴史や被害問

題に対する学習を深め、裁判を応援

することを表明しています。

滋賀県として、まずは近江学園での

強制不妊手術の関与について徹底的

に真相を解明し、関与が事実であれ

ば、真摯に反省、謝罪することを求

めます。そして、障害のある人の差

別を禁止し、共生社会を実現してい

く先頭に立つ滋賀県としての決意と

行動を求め、下記の通り申し入れま

す。

記

1、近江学園での強制不妊手術の関

与について、第三者委員会を立ち上

げ、真相を明らかにしてください。

2、近江学園での強制不妊手術の関

与が事実だとすれば、その過ちを認

め、被害者とその家族（場合によっ

ては遺族）に対して、謝罪及び県と

しても補償を行ってください。

3、昨年実施された厚生労働省によ

る全国調査が不十分だったことは明

白です。県内の障害者支援施設をは

じめ障害サービス事業所や病院（特

に精神科病院、優生保護法指定医の

医療機関など）、障害者本人や家族

等に対して県独自の調査を行い、滋

賀県全体の被害状況等の実態を明ら

かにしてください。

4、間もなく国会に提出が予定され

ている優生保護被害者に対する新し

い法律に対して、国の責任を明確に

し、高い水準の補償金を含む被害者

の立場に立った法案となるよう早急

に申し入れを行ってください。

5、障害のある人の差別を禁止し、

共生社会を実現していく先頭に立つ

滋賀県として、優生保護法被害問題

が全国的かつ全面的に解明され、二

度と同じ過ちが繰り返されぬよう、

国や地方自治体、全国の障害サービ

ス事業所に、滋賀県の主体的な姿勢

を示してください。

以上

きょうされん滋賀支部

県に申し入れ

NPO 法人日本障害者協議会

緊急声明

2019 年 3 月 19 日

「旧優生保護法に基づく優生手術等

を受けた者に対する一時金の支給等

に関する法律案」に対する緊急声明

NPO 法人日本障害者協議会 (JD)

代　表　　藤井　克徳

当会は、「不良な子孫の出生を防止

する」ことを目的にした国民優生法

とこれに続く優生保護法とその関連

政策による被害は、人権に関する政

策の中で最大かつ最悪の問題と指摘

し、「優生保護法被害者に対する謝

罪と補償等に関する提案書」（第 1

次）（第 2 次）を発表してきた。そ

して、2018 年 1 月の仙台地裁への

提訴に始まり、全国の 7 地裁で 20
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人の原告による国に謝罪と補償を求

める裁判を応援している。

　3 月 14 日、「旧優生保護法に基づ

く優生手術等を受けた者に対する一

時金の支給等に関する法律案」が発

表された。被害者も高齢化していて、

法案作成を急いだとあり、その姿勢

については評価できるものの、あま

りに不十分であり、到底謝罪の意を

反映したものとは思えない。

　わけても、補償金の低水準さには

憤りを禁じ得ない。被害を受けた人

たちは、国が定めた法律によって身

体を傷つけられた。傷つけられた身

体は元に戻ることはない。そして子

どもを持つ権利・持つか持たないか

を選ぶ権利をも奪われたのである。

また、他国の水準を参考にしたとさ

れるが、なぜなのか理解に苦しむ。

参考にすべきは、ハンセン病患者へ

の対応など、国内の人権回復に伴う

補償水準である。もし、他国を例に

というのであれば、その国の障害分

野や人権分野の政策全体を踏襲する

ものでなければならず、都合のいい

部分のみの政策採用はどうみても恣

意的と言わざるを得ない。

当会の提案において繰り返し述べて

きたように、被害者の手術時の辛苦

や屈辱、子どもを持てなくなってし

まったことの絶望感は悔やんでも悔

やみきれないであろう。しかし、取

り戻すことはできない。今できるこ

とは、被害者の人権と尊厳を最大限

に回復することであり、それへの証

は第一義的には補償の水準でしか表

せないということを明確に認識すべ

きである。

加えて、補償額以外にも多くの問題

点がある。国の責任や違憲性の明確

化、第三者性を担保した被害認定の

仕組み、被害者からみて信頼に足り

る検証体制の確立など、重要な点で、

私たちの提言と示された「法律案」

との間には大きな乖離がある。被害

者の心情を察すれば、また意思の表

示が困難な被害者が少なくないこと

を合わせ見れば、今回の「法律案」

の不十分さは看過できない。

このような観点から、私たちは、「旧

優生保護法に基づく優生手術等を受

けた者に対する一時金の支給等に関

する法律案」については、大幅に見

直すべきと考える。それは、部分的

な修正ではなく、人権と尊厳の回復

を前面に打ち出した新たな「法律案」

のイメージである。引き続き超党派

で知恵を絞り、「立法府で犯した過

ちは、立法府で取り戻す」という視

点で、根本に立ち入った「法律案」

の再提出を切望する。

  滋賀県が県立施設の
再調査を決定

　優生保護法（１９４８～９６年）

の下で障害者らに強制不妊手術が繰

り返された問題で、滋賀県の三日月

大造知事は１９日、県立の病院や福

祉施設に手術や審査に関する個人記

録が残されていないか、県独自の再

調査を行うと明らかにした。関連記

録が見つかれば手術実施の裏付けに

なり、被害者の救済につながる可能

性がある。昨夏に国が実施した全国

調査では、県立施設で記録は発見さ

れなかった。京都新聞が情報公開請

求をしたところ、今年２月に知的障

害児施設「県立近江学園」（湖南市）

で手術申請書などが発見された。三

日月知事は「国の調査は持っている

資料を出す形で、深いものではな

かった。優生手術に県の関与が認め

られる記録は可能な限り把握する必

要があると考えた」と会見で述べた。

再調査の対象は近江学園を除く県立

の７施設と、過去に県立だった３施

設。優生手術の申請書や健康診断書

などが残っていないか、大型連休前

の４月２６日までに調べ、５月中旬

に公表する予定。

（2019 年 03 月 19 日 12 時 36 分 京

都新聞）

応援メッセージのお願い

〇世界自閉症啓発デー日本実行委員

会＜公式サイト＞ 

 自閉症や発達障害のある方とその

家族への応援メッセージをお願いい

たします

・自閉症や発達障害のある方とその

家族への応援メッセージを、下記登

録フォームよりお願いいたします。

・投稿していただいたメッセージは

公開させていただきます。

・投稿いただいた内容に、不適切な

内容や不適切な文言があると判断さ

れた場合、公開せず削除させていた

だく場合があります。

・投稿していただいてから、公開ま

で２週間程度かかる場合がありま

す。

〇世界自閉症啓発デー公式サイト

https://bit.ly/2WaTlV7

短縮した URL です。ぜひ、ふるって
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投稿お願いします。

〇 NHK ラジオ（大阪放送局）にて自

閉症啓発デ―のお知らせ【イベント

紹介については関西方面のみ】を放

送中です。みなさま一度おたしかめ

ください。またそのなかで、「自閉症、

発達障害についてのお問い合わせや

相談は、日本自閉症協会へ」と紹介

されています。4 月 2 日までの限定

で、電波のエリアは、大阪・兵庫・

京都・奈良・和歌山・滋賀とその周

辺です。「らじる★らじる」「radiko」

ですとパソコンやスマホをつかって

全国で聴取可能です。

詳細につきましては、当協会ＨＰ「お

知らせページ」にてご紹介していま

す

http://www.autism.or.jp/cgi-bin/

sunbbs/index.html

放送日時はランダムで、主に

０９：５５

１１：５０

１３：５５

１５：５５

１８：５０

の枠で期間内に数回以上流れます。

〇 3 月 12 日（火）16 時から奈良県

文化会館 1階第 1会議室で、障害理

解啓発用ＤＶＤ作成にかかる意見交

換会が開催され、作成中の DVD を見

せていただきました。発達障害では

田中さんと東田さんが出演されてい

ました。

〇 3 月 22 日（金）13:00 から 15：

00 県庁障害福祉課で奈良県障害者

計画の次期改定と奈良県障害者施策

の推進についての評価・意見交換会

がありました。皆様には、追って示

されるアンケート、パブリックコメ

ントに協力をお願いしたいとのこと

でした。

同意なく障害者 DNA を
警察が採取　

11 万円賠償を兵庫県に命令

　神戸地裁

　兵庫県警の警察官が本人の同意が

ないのに DNA 型鑑定のために口から

組織片を採取したのは違法だとし

て、重度の知的障害がある同県西宮

市の男性（41）が県に 165 万円の損

害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸

地裁（山口浩司裁判長）は 13 日、

違法性を認めて県に 11 万円の支払

いを命じた。

　訴状などによると、男性は 2015

年 10 月、ガイドヘルパーと一緒に

西宮市内へ外出した際、公園内でポ

リ袋を燃やすなどし、住民からの通

報で駆けつけた警察官に職務質問を

受けた。その後、西宮署に連れて行

かれ、綿棒で口腔（こうくう）内の

組織片を採取された。男性は自閉症

による感覚過敏があり、強引な採取

にショックを受けて情緒不安定に

なったという。

　原告側は、本人や近くにいた父親

から同意を得ない違法な行為で人権

を侵害されたと主張。県側の「本人

から同意を得た」との主張には、「原

告に意思疎通能力はない」などと反

論していた。【望月靖祥】毎日新聞

2019 年 3 月 13 日 16 時 53 分

会計より

次年度の会費納入についてのお願い

　今年度は、３月上旬までに次年度会費納入お願いと振込み先を

書いたお手紙、振込用紙を郵送いたしました。

次年度会費の早期納入に、ご協力をよろしくお願いいたします。
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ご案内 

障害者権利条約パラレルレポート学習会＆ＮＤＦ代表者会議      

日時    2019 年 4 月 18 日（木）  午後１時３０分～４時 
場所    奈良県文化会館 集会室Ａ 

内容    障害者権利条約パラレルレポート学習会   

           講師 尾上浩二氏（ＤＰＩ日本会議 副議長・元障害者制度改革担当室政策企画調査官）

     

 2014 年 1 月 国会で全会一致で批准された権利条約。2020 年秋には国連障

害者権利委員会で日本の「条約実施状況」がモニタリングされます。既に政府レ

ポートは提出され、並行してＪＤＦをはじめとしたＮＧＯからの「パラレルレポート」

作成も大詰めを迎えています。「日本の障害者白書」ともいえるパラレルレポート。

その内容とともに、奈良の実情を重ねて学び合います。

         ひきつづき、奈良障害フォーラム（ＮＤＦ）代表者会議 

奈良県障害者施策・予算等の最新動向

                  各団体の活動から

                  6 月のＮＤＦ総会に向けて

                  その他            

 出 欠 表  

 4 月 18 日（木）  パラレルレポート学習会＆ＮＤＦ代表者連絡会議に 

・出席します        ・出席できません     いずれか一方に○印をおつけください。 

当日、話し合いたいことなどがありましたら、お書きください。 

    団体名   代表者 氏名 

 
 
 

              （恐れ入りますが、４月１５日までにご返事ください） 

  ＦＡＸ送信先   ０７４２－６３－６７６６  （担当 小針）  
＜お問合せ先＞  〒630-8424  奈良市古市町 529-4   ふゅーちゃー内  

電話 080-1445-7894   ＦＡＸ 0742-63-6766  
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3 月９日土曜のつながり祭実行委

員会に行ってまいりました。

〇開催日は５月１９日（日）です。

　模擬店・ステージ参加申し込み

は４月２０日実行委員会の日。

〇昨年より、駐車場を拡張し、加

えて今年は、大和八木からの送迎

バスが、一時間に一本運行されま

す。

〇ブースはこれまで出店実績のあ

る団体分については、

　テント 2分の一のスペースと、

会議机一台は貸し出せる用意はあ

り。

　キャンプ用品等、テント・机・

いす等お持ちの団体は持ち出しお

願い。

〇火気取り扱い店については、必

ず消火器を準備お願い。

　食品・要冷蔵品については、日

中かなり気温上昇する時期で、温

度管理にはくれぐれも注意するこ

と。

〇今年も協力券 500 円（100 円は

払い戻しあり）　チラシ配布、ポ

スター掲示の協力願い。

〇バザー品の協力お願い。4月 5

月の実行員会で受付。

〇保育の申込あり。

運営は、奈良県立養護学校の教員

の先生方や、障害者協議会の事務

局、奈良教育大学教諭学生、福祉

事業所職員の皆様が、

手弁当で時間・労力を惜しむこと

なく企画運営してくださっていま

す。

世界自閉症啓発デーのチラシ配布

にもご協力いただいて帰ってまい

りました。皆様の参加、出店、来

場のご協力お願いいたします。

（お子様の手作り作品・お子様の

オリジナルの絵葉書・去年好評

だったチョコレートパフェなど

を、出店したいと思っています）

（湯淺美奈子）

つ
な
が
り
祭
報
告
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発行人：関西障害者定期刊行物協会

住　所：〒５４３－００１５

　　　　大阪市天王寺区真田山２－２　東興ビル４F

編集人：奈良県自閉症協会

定　価：１００円　　　　　　
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